
＜旅費支給基準＞

旅 費 原則として職場からの運賃実費

日 当
行動費として４時間までを１単位とし１，０００円支給する
但し、１日２単位を限度とする

食卓料 朝、昼各１，０００円、夕食は１，５００円とする

宿泊料 １泊１０，０００円以内の実費

車中泊 １泊４，０００円とする

新潟県臨床検査技師会 旅費規程
平成２６年１月１８日 制定

第１章 総 則

（目 的）

第１条 この規程は、本会の役職員その他の者が、職務のため行動する場所に支給する旅費について規程す

ることを目的とする。

（旅費支給基準）

第２条 旅費支給額については別表旅費支給基準による。公益事業に伴う旅費については公益事業規程に定

めた額とする。

（取扱いの特例）

第３条 旅費取扱いで特別の事情により、この規程によることができないものについては、理事会で処理す

る。

（規程の変更）

第４条 この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。

（附 則）

１．この規程に関する内規を別に定める。

２．この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項において読み替えて準用する同

法第１０６条第１項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

３．旧会計処理規定（平成８年２月１７日制定）は、この規程の施行をもって廃止する。

－ 26 －

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／１４０２０１５２　臨床検査技師会　規定／本文／本文  2014.02.14 11.47.32  Page 26 



新潟県臨床検査技師会 旅費規程運用内規
（目 的）

第１条 この規程は、旅費規程の運用に関し、その細部を規程することを目的とする。

（内規の適用範囲）

第２条 この内規の適用を受ける者は、この会の役職員のほか、各種委員会及び会長が認めた者とする。

（バス賃）

第３条 現行の経路バス料金とする。

（高速バス賃）

第４条 高速バス賃は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給することができる。

１ 旅行の片道がおおむね１００km以上のとき

２ 緊急を要するとき

３ 該当時刻に高速バス利用以外の手段がないとき

４ 会長が特に認めたとき

（鉄道料）

第５条 原則として JR普通料金に限り、支給することができる。

（鉄道特急・急行料）

第６条 特急・急行料は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給することができる。

１ 旅行の片道がおおむね１００km以上（鉄道営業キロ）のとき

２ 緊急を要するとき

３ 該当時刻に急行利用以外の手段がないとき

４ 会長が特に認めたとき

（指定席料金）

第７条 指定席料金は、グリーン料金を除き支給することができる。

（寝台料金）

第８条 B寝台料金に限り、支給することができる。ただし、相当の理由により事前に会長が認めた場合に

は、A寝台料金を支給することができる。

（船 賃）

第９条 船賃はジェットフォイル運賃を支給することができる。また、市内（島内）・港間の交通費は、原

則としてバス賃とする。

（タクシー料金）

第１０条 タクシー料は、次の各号に該当し、その領収書の添付がある場合に限り支給することができる。

１ 経路バス、電車等の通行時間外のとき

２ 緊急を要するとき

３ 多量の携帯物品を所持しているとき

４ 経路バス、電車等の利用が困難なとき

５ 複数人の利用等により、バス及び電車賃の額を超えないとき

６ 会長が特に認めたとき

（航空賃）

第１１条 航空賃は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給することができる。

１ 旅行の片道がおおむね３５０km以上のとき

２ 緊急を要するとき

３ 航空機の利用によって、本来宿泊すべき行動の宿泊費が不要であるとき

４ 会長が特に認めたとき
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（航空機の利用に伴う経費）

第１２条 航空機の利用に伴う経費については旅費規程に定めるもののほか、次の各号によるものとする。

１ 往復利用の場合は、往復割引運賃で計算する。

２ 市内・空港間の交通費は、原則として連絡（専用）バス賃とする。

３ 機内食の有無にかかわらず、食卓料は請求できるものとする。

（車 賃）

第１３条 自動車の利用に伴う経費については、１キロにつき２０円とする。また、高速料金については片道３０

キロを超える場合支給できるものとする。

（車中泊料）

第１４条 車中泊料は、寝台料金を支給しない場合に限り、規程額を支給することができる。

２ 車中以外の宿泊で、車中泊料の支給を受ける場合には、宿泊先名を記入するものとする。

（行動時間帯）

第１５条 宿泊（車中泊を含む）を伴う行動の午後１０時から翌朝６時までは、行動時間としない。

第１６条 この会の事務所以外の場所（自宅等）において、文書起案、作成等に要する時間は、行動時間とみ

なし、旅費支給基準の旅費・日当による行動費（４時間まで１単位とし１，０００円とする。行動費につ

いては、１日２単位を超えないこと）を支給することができる。但し、会長が認めたときとする。

（朝食卓料）

第１７条 宿泊施設における朝定食料が１，０００円を超過するとき１，２００円を上限として、その実費を請求するこ

とができる。請求に当たっては、その領収書を添付すること。

（内規の変更）

第１８条 この内規は、理事会の議決を経なければ、変更することが出来ない。

第１９条 この内規は、平成２５年４月１日から施行する。
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